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 高齢者医療 

※1 調布市国民健康保険以外の健康保険（社会保険等）に加入され

ている方は，加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。  

※2 ６５歳から７４歳までの一定の障害があり，障害認定の申請に  

より東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方も含みます。 

お医者さんにかかるとき 
（調布市国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合）※1 

対象者  ７０歳～７４歳の方 ７５歳以上の方※2 

制度の名称 調布市国民健康保険 後期高齢者医療制度 

必要なもの 

マイナンバーカード  

（保険証利用登録済の方）  

または 

国民健康保険被保険者証 

国民健康保険高齢受給者証 

マイナンバーカード 
（保険証利用登録済の方）  

または 

後期高齢者医療被保険者証 

窓口での 

負担割合 

２割 

(現役並み所得の方は３割) 

１割・２割 

(現役並み所得の方は３割) 

医

療

費

が

高

額

に

な

る

と

き

（

入

院

・

外

来

） 

内 容 

同一月，同一医療機関等での医療費（保険診療分）の 

支払が自己負担限度額までとなります。複数の医療機関 

等の支払を合算して自己負担限度額を超える場合には， 

後日差額（高額療養費）を支給します。 

手 続 き 

高額療養費が発生した場合

は，診療月の約３か月後に申

請書をお送りしますので，振

込先口座等を記入し，返送し

てください。 

なお，７０歳以上の方のみ

の加入世帯は，初回のみ申請

書の提出が必要です。 

領収書の提出は不要です。 

高額療養費が発生した

場合は，初回のみ診療月か

ら最短４か月後に申請書を

お送りしますので，振込先

口座等を記入し，返送して

ください。 

領収書の提出は不要で

す。 

自己負担限度額 次ページ 別表のとおり  

【限度額適

用認定証】 

【限度額適

用・標準負

担額減額認

定証】 

現役並み所得（Ⅰ，Ⅱ）の方は申請すると【限度額適用認定

証】を，住民税非課税世帯の方は申請すると【限度額適用・標

準負担額減額認定証】を取得できます。窓口で提示することに

より，入院・外来（薬局・歯科含む）診療時の窓口負担が自己

負担限度額までとなります。また，住民税非課税世帯の方は，

入院時の食事代も減額されます。 

医療と健康管理 
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別表  

区  分  
負担  

割合  

１か月の自己負担限度額  １ 食 当 た り

の 入 院 時 食

事代 ※ 
外来  

（個人ごと） 

外来＋入院  

（世帯ごと） 

現役

並み  

所得  

Ⅲ 

課税所得 

690万以上 

３割  

252,600円 

＋ (総医療費－842,000円)×1％ 
（該当4回目以降は140,100円） 

460円 

Ⅱ 

課税所得

380万以上 

167,400円 

＋ (総医療費－558,000円)×1％ 
（該当4回目以降は93,000円） 

Ⅰ 

課税所得

145万以上 

80,100円 

＋(総医療費－267,000円)×1％ 
（該当4回目以降は44,400円） 

一般Ⅱ  
（後期高齢者医

療制度において  

窓口負担割合が

２割の方）  

２割  

6,000円  

＋ (総医療費－ 30,000円 )

×10％  

または  

18,000円  

のいずれか低い方  

（年間上限 144,000円）  

57,600円 
（該当4回目以降

は44,400円） 
 

一般  １割  

 

（国民健康保険

加入者で，70～74

歳の方 
 ２割）  

 

18,000円 
（年間上限 144,000円）  

住民税 

非課税 

世帯 

 

 

区分Ⅱ 8,000円 
24,600円 

210円 
（90日以内の入院） 

160円 
（90日を超える入院） 

区分Ⅰ 15,000円 100円 

※  療養病床に入院した場合は食事代が異なります。 

【窓  口】≪調布市国民健康保険≫保険年金課給付係  
☎０４２－４８１－７０５２ 

≪後期高齢者医療制度≫保険年金課後期高齢者医療係  
☎０４２－４８１－７１４８ 
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 特定健診及び後期高齢者健診 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況に伴い，変更等を行う場合があります。 

詳しくは，個別通知，市報，市のホームページをご確認ください。 

 ●特定健診 ●後期高齢者健診 

対象者 

令和６年４月１日以前から調布市国民健康

保険に加入している 

４０～７４歳の方 

（令和６年４月２日以降に加入した方はお問

い合わせください。） 

・７５歳以上の方 

・６５歳以上で一定の障害が

あると東京都広域連合から認

定された方 

（調布市に転入された方で，

下記受診期間になっても受診

券が届いていない方は，お問

い合わせください。） 

※令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に７５歳になる方は，

後期高齢者健診の対象です。 

健診項目 

共通：問診，診察，身体計測（身長・体重・BMI・腹囲（特定健診のみ））  

血圧測定，血中脂質（LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪），

肝機能（AST・ALT・γGTP），血糖（血糖値・ヘモグロビンA1c），貧血（赤

血球数・血色素量・ヘマトクリット），白血球数，血清クレアチニン，eGFR，

尿酸，尿（尿糖・尿たんぱく・尿潜血），心電図 

肝炎ウイルス検診（40歳） 

胸部レントゲン（50～74歳） 

胸部レントゲン 

注意事項 

＊介護保険施設，福祉施設等に入所している

方,長期入院中の方は対象外です。 

＊職場健診や人間ドックを受診した方は，改

めて特定健診を受ける必要はありません

が，受診結果の提供にご協力をお願いしま

す。 

＊調布市国民健康保険以外の方は，加入先の

健康保険組合等にお問い合わせください。 

＊介護保険施設，福祉施設等

に入所している方,長期入

院中の方は対象外です。 

○受診期間及び受診券送付月  ※受診期間の延長はできません。 

誕生月 案内送付 受診期間 

４・５・６月生まれ ４月末 ５～８月 

７・８・９月生まれ ６月末 ７～１０月 

１０・１１・１２月生まれ ８月末 ９～１２月 

１・２・３月生まれ １０月末 １１～２月 

【窓  口】 

≪特定健診について≫ 

保険年金課給付係 ☎０４２－４８１－７５６６ 

≪後期高齢者健診について≫ 

保険年金課後期高齢者医療係  ☎０４２－４８１－７１４８ 
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 各種がん検診等 

※感染症の感染状況に伴い，変更等を行う場合があります。詳しくは，個別通

知，市報，市のホームページ（健康ガイド）をご確認ください。 

【個別通知】 

≪対象≫ ６０歳（令和７年３月３１日時点）以上の方 

（６０歳未満の方も年齢により対象となりますが，くらしの案内で

は省略しています。） 

≪内容≫  

・胃がん検診 

①バリウム検査②内視鏡検査 

（＊内視鏡は６０・６２・６４・６６・６８歳の方）  

・大腸がん検診 

・結核検診（調布市国民健康保険加入者は特定健診と同時実施。  

７５歳以上の方は後期高齢者健診と同時実施。）  

・歯周病検診（６０・７０歳の方） 

・子宮頸がん検診（６０･６５歳の女性） 

≪その他≫ 

胃がん検診（内視鏡検査）は自己負担２，０００円（※１），その他

の検診は無料。 

○受診期間※受診期間の延長はできません。  

誕生月 案内送付 受診期間 

４・５・６月生まれ ４月末 ５～８月 

７・８・９月生まれ ６月末 ７～１０月 

１０・１１・１２月生まれ ８月末 ９～１２月 

１・２・３月生まれ １０月末 １１～２月 

【申込み制】  

 乳 が ん 検 診：前年度未受診で４０歳以上の女性  

毎月市報で公募 

        自己負担金１，５００円（※１） 

 子宮頸がん検診：前年度未受診で２０歳以上の女性 

（個別通知対象者以外の方） 

市報・市のホームページで公募 

定員２，５００人 無料 

 肺 が ん 検 診：４０歳以上の方 

年１回市報・市のホームページで公募  

定員１,０００人 無料 
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 前立腺がん検診：５０～７０歳の男性 

（PSA検査）  年１回市報・市のホームページで公募 

  定員６００人 

自己負担金１，０００円（※１） 

 後期高齢者歯科健診：７６歳～８０歳の方 

（口腔内検査・そしゃく・えんげ能力検査）  

年１回市報・市のホームページで公募 無料 

 肝炎ウイルス検診：４１歳以上で過去に市の肝炎ウイルス検診受

        診がない方 随時募集 無料 

 特例項目外健診：年１回市報・市のホームページで公募     

４０～７４歳になる調布市国民健康保険以外の

健康保険に加入の方  定員１５０人 無料 

(※１)生活保護受給世帯又は中国残留支援給付世帯は免除  

【実施場所】・市内指定医療機関（胃がん（バリウムまたは内視鏡）・ 

大腸がん・子宮頸がん・乳がん・前立腺がん・結核・歯  

周病・後期高齢者歯科・肝炎ウイルス・特例項目外）  

          ・東京都予防医学協会(乳がん） 

          ・保健センター（肺がん） 

【窓  口】 健康推進課  ☎０４２－４４１－６１００ 

 

 訪問歯科診療 

【対  象】 加齢，疾病または障害等により，在宅等で日常生活の

大部分が寝たきりの状態及び来院が困難な方  

【内  容】 調布市歯科医師会会員の歯科医師が歯の治療や入れ歯

の作製・修理，口腔ケア，食べること・飲み込む等の相

談を行います。 

費用は，保険診療扱いとなります。事前に確認をお願

いします。 

【窓  口】 調布市歯科医師会  ☎０４２－４８５－４８９２ 

健康推進課     ☎０４２－４４１－６１００ 
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 訪問指導 

【対  象】 市内に居住するおおむね４０歳以上の方で，療養上の

保健指導が必要な方及びその家族の方 

【内  容】 保健師・看護師による，家庭における健康相談・生活指 

導。事前に保健師が健康相談を行います。 

【 利 用 料 】 無料 

【窓  口】 健康推進課  

 ☎０４２－４４１－６１００ 

 

 入浴券の交付 

【対  象】 申請日現在，市内に住所を有する７０歳以上のみの

世帯の方で，次の①・②のいずれかに該当する方  

①  介護保険制度の要介護1以上の認定を受けていない方で，

自宅に風呂を有しない方 

（申請後，職員が現地調査に伺います。） 

② 介護保険制度の非該当又は要支援１・２の認定を受けた

方で，身体的状況により自宅の風呂の使用ができない方 

※ ただし，２世帯住宅の方，公衆浴場へ自力で往復でき

ない方，生活保護世帯に対する入浴料金助成事業の対象とな

る方，入院中または施設入所中の方は対象となりません。 

【内  容】 調布狛江浴場組合に加入している公衆浴場で使用で

きる入浴券（無料）を交付します。  

       交付枚数：年間３６枚 

使用可能期間：７月１日から翌年の６月３０日まで  

【窓  口】 高齢福祉担当  ☎０４２－４８１－７１５０ 

【類  似】 総合福祉センター (Ｐ，３３) 

老人憩の家 (Ｐ，３５) 

       ふじみ交流プラザ (Ｐ，３６) 

 

 

 

 

 

 



 －２２－  

  ワンコイン入浴券の交付 

【対   象】 市内に住所を有する７０歳以上の方で，次の①～④

全てに該当し，自分で申請できる方  ※代理申請不可  

①   自宅から市内公衆浴場まで自力で往復することが

できる方 

②   調布市が発行する入浴券（Ｐ，２１）の交付を受

けていない方  

③   生活保護受給者で東京都の入浴券の交付を受けて

いない方 

④   医療機関に入院していない，又は老人福祉施設に

入所していない方  

【内   容】 調布市内にある４ヵ所の公衆浴場で，１回１００円

で利用できる入浴券を年間最大４枚交付します。６，

９，１２，３月の利用期間（各１４日間）内で，１回

ずつ使用可能。 

【窓   口】 高齢福祉担当  ☎０４２－４８１－７１５０ 

【 利 用 料 】 １回１００円 

【類   似】 総合福祉センター (Ｐ，３３) 

老人憩の家 (Ｐ，３５) 

       ふじみ交流プラザ (Ｐ，３６) 
 

 

 

 

 

 

                 


